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いつも JAPA メールマガジンをご愛読頂きありがとうございます。 

臨時号をお送りいたします。 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

[1]【お知らせ】終身会員制度の見直しについて～協議・検討の途中経過～ 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

会員の皆様には、平素より JAPA の各種活動にご理解とご協力を頂き、 

御礼申し上げます。 

さて、パイロット誌（2023 Winter 号）にてお知らせした終身会員制度 

の見直しについては鋭意協議・検討を重ねており、その内容について 

途中経過をお知らせ致します。 

 

～前回お知らせした規定変更の概要～ 

・終身会員資格取得年齢の変更(満 60 歳から満 65 歳に変更) 

 ※協会在籍期間 20 年以上は変更なし 

・満 60 歳以上の正会員の会費減額（18,000 円から 12,000 円に変更） 

・変更内容の適用開始は 2024 年度 

 

上記内容を前提として、正会員数・終身会員数・会費収入等の予測値を 

もとに、協会の正味財産の変化傾向について検証を行った結果、「満 60 

歳以上の正会員の会費減額（18,000 円から 12,000 円）」を行った場合、 

10 年後の 2034 年度には協会の正味財産がマイナスに転じてしまい、協会 

の運営に重大な支障を来すことが明らかになって来ました。 

したがって、上記変更概要の内「満 60 歳以上の正会員の会費減額」につ 

いては見送らざるを得ず、会員の皆様（特に 60 歳から 65 歳未満ですでに 

終身会員資格を取得された会員の皆様）にはご負担をおかけ致しますが、 

航空界の健全な発展と後進の育成に向けて JAPA が果たす役割をご理解頂 

き、ご協力下さいますよう宜しくお願い致します。 

詳細につきましては、JAPA ホームページ内の FAQ でも説明しておりますの 

で、ご参照下さい。 



 

尚、変更内容については引き続き検討中の段階のため、下記 FAQ の回答内 

容については変更になることもあります。 

検討経過については、ホームページ、メールマガジン、パイロット誌等 

で随時お知らせ致します。 

 

≪終身会員制度変更案に関するコーナー≫ 

https://member.japa.or.jp/lifetime_membership_system_faq 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

★次回の配信は 6 月中旬を予定しております★ 

 

JAPA メールマガジンの配信先変更方法及び配信停止方法 

については以下、ご参照の上、お手続きください。 

https://www.japa.or.jp/mail-magazine 
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